
平成18年6月29日 第96期 決算公告
福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

株式会社  西日本シティ銀行
取締役頭取 久 保 田  勇 夫

（単位：百万円）
金 額 金 額

292,559          5,693,248        
現 金 107,494          254,089          
預 け 金 185,065          2,597,162        

8,254            68,922           
19,621           24,466           
1,454            2,623,833        

商 品 有 価 証 券 1,454            19,450           
20,000           105,323          

1,448,868        19,621           
国 債 580,501          34,351           
地 方 債 38,815           147,251          
社 債 290,513          95,100           
株 式 218,613          52,635           
そ の 他 の 証 券 320,423          52,635           

4,521,496        155              
割 引 手 形 68,922           6                
手 形 貸 付 298,053          148              
証 書 貸 付 3,600,245        57,000           
当 座 貸 越 554,275          51,700           

1,554            5                
外 国 他 店 預 け 650              18,960           
買 入 外 国 為 替 217              1,146            
取 立 外 国 為 替 686              349              

28,789           7,786            
未 決 済 為 替 貸 1,061            4,076            
前 払 費 用 18               3                
未 収 収 益 6,974            1,956            
金 融 派 生 商 品 701              3,641            
繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 376              14,149           
そ の 他 の 資 産 19,656           24,570           

127,375          111,339          
土 地 建 物 動 産 122,166          6,320,089        
建 設 仮 払 金 132              
保 証 金 権 利 金 5,076            63,517           

81,829           99,116           
111,339          63,511           

△ 68,372        35,605           
△ 12,852        資本金及び資本準備金減少差益 35,605           

46,932           
18,341           

圧 縮 積 立 金 3                
別 途 積 立 金 18,338           

28,590           
当 期 純 利 益 12,694           

31,794           
20,892           
△ 425           

261,829          
6,581,918        6,581,918        

科 目 科 目

売 渡 外 国 為 替

売 渡 手 形
債券貸借取引受入担保金
コ ー ル マ ネ ー

借 用 金

外 国 為 替

（ 負 債 の 部 ）
預 金

未 払 外 国 為 替

新 株 予 約 権 付 社 債

未 払 法 人 税 等
未 払 費 用

信 託 勘 定 借

社 債

前 受 収 益

そ の 他 負 債

再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金

給 付 補 て ん 備 金

当 期 未 処 分 利 益

そ の 他 資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 負 債

支 払 承 諾

資 本 金
資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

（ 資 本 の 部 ）

資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

自 己 株 式

土 地 再 評 価 差 額 金
株 式 等 評 価 差 額 金

任 意 積 立 金

譲 渡 性 預 金

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金

動 産 不 動 産

資 本 の 部 合 計

（ 資 産 の 部 ）

貸借対照表（平成18年3月31日現在）

未 決 済 為 替 借

通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 入 金

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権

現 金 預 け 金

投 資 損 失 引 当 金

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産
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（単位：百万円）

183,689            
127,263            
108,920            
17,736             

210                
136                
260                
9                  

28,055             
10,931             
17,124             

60                 
60                 
0                  

9,583              
536                

1,583              
454                

7,008              
18,716             
14,412             
1,943              
2,360              

153,436            
12,700             
2,791              

27                 
1,145              
847                
1                  

1,483              
1,260              
1,508              
3,635              
13,670             
2,043              
11,626             
3,891              
3,848              

25                 
16                 

80,311             
42,861             
23,561             
14,118             
2,646              

3                  
310                

2,221              
30,253             
2,240              

400                
1,835              

4                  
8,932              

1,399              
5,634              
1,898              

23,561             
113                

10,753             
12,694             
2,967              
12,928             
28,590             

当 期 純 利 益
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
利 益 準 備 金 取 崩 額
当 期 未 処 分 利 益

そ の 他 の 特 別 損 失
税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失

動 産 不 動 産 処 分 損
減 損 損 失

国 債 等 債 券 売 却 損

そ の 他 の 業 務 費 用

社 債 利 息

株 式 等 売 却 損
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額

特 別 利 益
動 産 不 動 産 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益

株 式 等 償 却

経 常 利 益
そ の 他 の 経 常 費 用

科 目

貸 出 金 利 息

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

受 入 為 替 手 数 料

有 価 証 券 利 息 配 当 金

商 品 有 価 証 券 収 益

そ の 他 の 役 務 収 益

信 託 報 酬
役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 の 受 入 利 息

売 渡 手 形 利 息

支 払 為 替 手 数 料

株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

預 金 利 息

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

国 債 等 債 券 売 却 益

金 額

貸 出 金 償 却

コ ー ル マ ネ ー 利 息

借 用 金 利 息

そ の 他 の 役 務 費 用

国 債 等 債 券 償 還 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

コ ー ル ロ ー ン 利 息
預 け 金 利 息

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

金 融 派 生 商 品 収 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益

外 国 為 替 売 買 益

損益計算書

そ の 他 経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

そ の 他 業 務 収 益

平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで
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【貸借対照表の注記】 

１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２． 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して

利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。） の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対

照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、先物・オ

プション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。 

３． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株

式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に

基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却

原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理してお

ります。 

４． 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

５． デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

６． 動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建      物     ３年～６０年 

動      産     ２年～２０年 

７． 自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しており

ます。 

８． 営業権は、旧商法施行規則の規定に基づき５年の均等償却をしております。 

９． 新株発行費及び社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 

10． 外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、決算日の為替相場による円

換算額を付しております。 

11． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそ

れと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載さ

れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる

債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上して

おります。 

破綻懸念先及び下記 27．の貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債

権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引

当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。また、当該大口債務者のうち、将来

キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定

し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保･保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は  

５８，５８１百万円であります。 

12． 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券及びゴルフ会員権等の発行会社の財政状態等を

勘案して必要と認められる額を計上しております。 

13． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

（注） 
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づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりで

あります。 

過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（３年）による定額法によ

り損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理 

14． リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

15． 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関

する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会

報告第24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間

毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

また、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第15 号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクを

デリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」

で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間・想定元本金額に応じ平成１５年度から３年間にわたって、資金調

達費用として期間配分しました。 

これにより、当期末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失はありません。 

16． 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業

種別監査委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法につ

いては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する

ことによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建子会社株式の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄

を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包

括ヘッジとして繰延ヘッジを適用しております。 

17． デリバティブ取引のうち内部部門間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している為替スワップ取引等に

対して、業種別監査委員会報告第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取

引の基準に準拠した運営を行っているため、当該為替スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又

は繰延処理を行っております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

18． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

19． 子会社の株式総額          ５５，０２４百万円 

20． 子会社に対する金銭債権総額      ３０，６６６百万円 

21． 子会社に対する金銭債務総額    ６１，１３３百万円 

22． 動産不動産の減価償却累計額      ７１，００４百万円 

23． 動産不動産の圧縮記帳額              ８，４９３百万円 

24． 貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部については、リース契約により使用しております。 

25． 貸出金のうち、破綻先債権額は１０,８８４百万円、延滞債権額は１４６，５１５百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第96条第 1 項

第 3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

26． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３９２百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金
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で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

27． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１０２，３２８百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

28． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２６０，１２０百万円

であります。 

なお、25．から 28．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

29． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は６９，１４０百万円であります。 

30． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

預け金                         １１１百万円 

有価証券                   ４１４，２１０百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                      ２２，６７２百万円 

債券貸借取引受入担保金                        １４７，２５１百万円 

売渡手形                                        ９５，１００百万円 

有価証券のうち、３４，６８５百万円はコールマネーの担保に供しておりますが、期末現在における当該担保資産に

対応する債務はありません。 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３７，２４１百万

円を差し入れております。 

また、子会社、子法人等の借入金等の担保として差し入れているものはありません。 

31． ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で「繰延ヘッジ損失」として計上しております。なお、上記相殺

前の繰延ヘッジ損失の総額は３９５百万円、繰延ヘッジ利益の総額は１９百万円であります。 

32． 土地の再評価に関する法律（平成10 年 3 月 31 日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。 

再評価を行った年月日                   平成 10年 3 月 31 日 

同法律第3 条第3 項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政

令第 119 号）第2 条第 1 号に定める近隣の地価公示法（昭和 44

年公布法律第 49 号）及び同条第 4 号に定める地価税法（平成 3

年法律第69 号）に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って

算出 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額           ３９，４４６百万円 

33． 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金５１，３００百

万円が含まれております。 

34． 社債５７，０００百万円は、劣後特約付社債であります。 

35． １株当たりの純資産額     ２７０円 ２８銭 

36． 旧商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額は、２１，０９８百万円

であります。 

37． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」

「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。以下 41．まで同様であります。 

売買目的有価証券 

貸借対照表計上額               １，４５４百万円 

当期の損益に含まれた評価差額                 △ １２     
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満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 貸借対照表 時価 差額  

 計上額   うち益 うち損 

その他 25,000 百万円 23,989 百万円 △ 1,010 百万円 0 百万円  1,010 百万円 

  外国債券 25,000 23,989 △ 1,010 0 1,010 

子会社・子法人等株式で時価のあるものはありません。 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 貸借対照表 評価差額  

  計上額  うち益 うち損 

株式 95,981 百万円 150,957 百万円 54,975 百万円 56,033 百万円 1,058 百万円 

債券 904,003 882,740 △ 21,262 169 21,431 

 国債 596,640 580,501 △ 16,138 73 16,212 

 地方債 40,063 38,815 △ 1,247 9 1,256 

 社債 267,299 263,423 △ 3,875 86 3,961 

その他 287,890 289,225 1,341 6,065 4,723 

  外国債券 214,632 211,817 △ 2,808 1,074 3,883 

  その他 73,257 77,407 4,150 4,990 840 

 合計 1,287,875 1,322,923 35,055 62,268 27,213 

なお、上記の評価差額には、複合金融商品の評価差額として損益に計上した評価差額（損）６百万円は含まれており

ません。 

また、上記の評価差額から繰延税金負債１４，１６２百万円を差し引いた額２０，８９２百万円を「株式等評

価差額金」に計上しております。 

38． 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。 

39． 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

売却額             売却益           売却損 

３６５，５３２百万円         １４，８８９百万円         ３，８５１百万円 

40． 時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

内容                         貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券はありません。 

子会社・子法人等株式 

子会社・子法人等株式及び出資金              ５５，４９４百万円 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く）              １３，４７０ 

非公募事業債                        ２７，０９０ 

その他                             ４，８９０ 

41． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりでありま

す。 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超 

債券 62,453 百万円 453,232 百万円 268,469 百万円 124,236 百万円 

 国債 42,666 274,635 140,903 122,296 

 地方債 1,281 21,149 16,384 － 

 社債 18,506 157,448 111,181 1,940 

その他 6,436 94,163 136,598 55,796 

  外国債券 4,377 72,849 116,315 39,328 

  その他 2,059 21,314 20,283 16,467 

 合計 68,890 547,396 405,068 180,032 
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42． 金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

運用目的の金銭の信託 

貸借対照表計上額                       ２０，０００百万円 

当期の損益に含まれた評価差額                                   ２３３ 

満期保有目的の金銭の信託はありません。 

その他の金銭の信託はありません。 

43． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、１，４１０，９４１百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内

のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが１，４０１，４７３百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

44． 当期末における退職給付引当金及び前払年金費用並びに同引当金と相殺又は前払年金費用に加算されている退

職給付信託における年金資産（未認識数理計算上の差異を除く）は、それぞれ以下のとおりであります。 

退職一時金        企業年金基金        合   計 

退職給付引当金                 △２０，４６５百万円    △９，５１６百万円     △２９，９８２百万円 

(退職給付信託の年金資産控除前) 

退職給付信託の年金資産             ６，３１６          １４，７４６            ２１，０６２ 

(未認識数理計算上の差異を除く)  

退職給付引当金                 △１４，１４９                －           △１４，１４９ 

(退職給付信託の年金資産控除後) 

前払年金費用                    －         ５，２３０            ５，２３０ 

45． 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

14 年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号平成 15 年 10

月 31 日）を当期から適用しております。これにより税引前当期純利益は４，５８０百万円減少しております。 

なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57 年大蔵省令第10 号）に基づき減価償却累計額を直接控

除により表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。 

46． 旧商法第289条第2項及び銀行法第18条第2項の規定に基づき、当期中に資本準備金及び利益準備金を取り崩して

おります。これに伴い、資本準備金は３５，６０５百万円、利益準備金は１２，９２８百万円減少し、その他資本剰余

金中の「資本金及び資本準備金減少差益」は３５，６０５百万円、当期未処分利益は１２，９２８百万円増加しており

ます。 

47． 単体自己資本比率（国内基準）は、8.50％であります。 
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【損益計算書の注記】 

１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２． 子会社との取引による収益総額 １，２７５百万円 

子会社との取引による費用総額 １０，６８２百万円 

３． １株当たり当期純利益金額                  １７円  １０銭 

４． 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 １４円  ５５銭 

５． 特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」

及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当期中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前期末と

当期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当期末におけるみなし決済からの損益相当額の増

減額を加えております。 

６． その他の特別損失には、合併関連費用１，７２７百万円を含んでおります。 

７． 当期において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

(減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額) 

地域 主な用途 種類 
減損損失額 

（百万円） 

福岡県内 遊休資産等 （２１か所） 土地・建物・動産 １，１４７ 

福岡県内 廃止予定店舗 （４６か所） 土地・建物 １，９５８ 

福岡県外 遊休資産等 （１１か所） 土地・建物 ５０６ 

福岡県外 廃止予定店舗 （  ８か所） 土地・建物 ２，０２１ 

上記の資産は、継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（５，６３４百万円）として特別損失に計上しております。 

(資産グループの概要及びグルーピングの方法) 

資産の区分 資産グループの概要 グルーピング方法 

遊休資産等 店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング 

廃止予定店舗 廃止が機関決定された店

舗等 

廃止後の用途に応じてグルーピング 

（回収可能価額） 

当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額であり、正

味売却価額は主として「不動産鑑定評価基準（国土交通省）」に基づく評価額等より処分費用見込額を控除して、

使用価値は割引前将来キャッシュ・フローを４．９％で割り引いて、それぞれ算定しております。 

 

 

 

 

 

（注）



（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

動 産 不 動 産 1,539 包 括 信 託 1,690

銀 行 勘 定 貸 5

現 金 預 け 金 145

資 産 の 部 合 計 1,690 負 債 の 部 合 計 1,690

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

      ２．共同信託他社管理財産   －百万円

      ３．元本補てん契約のある信託については、平成18年3月31日現在取扱残高がありません。

信託財産残高表（平成18年3月31日現在）
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